
慎重
審議

■
■
■
主
な
内
容
■
■
■

　�
山
武
郡
市
広
域
行
政
組
合
規
約
の
変
更

に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て（

議
案
第
1
号
）

　
山
武
郡
市
広
域
行
政
組
合
規
約
の
一
部

を
改
正
す
る
規
約
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ

い
て
関
係
地
方
公
共
団
体
と
協
議
す
る
に

あ
た
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　�

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
等
に
関

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
　
　
　

（
議
案
第
2
号
）

　
関
係
条
例
の
規
定
の
整
理
な
ど
を
す
る

た
め
、
条
例
を
制
定
す
る
。

　 

教
育
長
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
　
　（
議
案
第
3
号
）

　
教
育
長
の
勤
務
時
間
な
ど
に
つ
い
て
特

別
に
条
例
で
制
定
す
る
。

　 

教
育
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特

例
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
　

（
議
案
第
4
号
）

　
教
育
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特

例
に
つ
い
て
特
別
に
条
例
で
制
定
す
る
。

　�

芝
山
町
教
育
支
援
委
員
会
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　
　
　
　
　（
議
案
第
5
号
）

　
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
に
つ
い
て
一
貫

し
た
教
育
支
援
の
助
言
機
能
を
充
実
さ
せ

る
た
め
、
条
例
を
制
定
す
る
。

　�
芝
山
町
社
会
体
育
館
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
　
　

（
議
案
第
6
号
）

　
小
学
校
統
合
に
伴
い
、
菱
田
小
学
校
体

育
館
を
社
会
体
育
館
と
し
て
設
置
す
る
た

め
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
。

　�

芝
山
町
学
童
ク
ラ
ブ
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
　
　

（
議
案
第
7
号
）

　
小
学
校
統
合
に
伴
い
、
新
た
に
芝
山
小

学
校
に
学
童
ク
ラ
ブ
を
設
置
す
る
た
め
条

例
を
制
定
す
る
。

　�

芝
山
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お

け
る
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
つ
い
て

（
議
案
第
8
号
）

　「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
包
括
的

支
援
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
も

の
に
関
す
る
基
準
」
を
ふ
ま
え
、
条
例
を

制
定
す
る
。

　�

芝
山
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の

指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定

介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び

運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支

　3月9日から20日まで「平成27年
第１回芝山町議会定例会」が開催さ
れ、一般会計予算案など上程された
議案34件および追加議案1件、議員
発議1件が審議の結果、可決された。

３
月
議
会

Establishment of the budget

The�careful�deliberation

新年度予算が成立
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五
木
田
正
照
教
育
長
が
退
職
す
る
た
め
、

次
の
者
を
任
命
し
た
い
の
で
議
会
の
同
意

を
求
め
る
。

　
氏
名
　
内
田
　
誠

■
■
■
議
員
発
議
■
■
■

　�

芝
山
町
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
発
議
案
第
1
号
）

　
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
。

　　
平
成
27
年
度
芝
山
町
の
各
会
計
当
初
予

算
（
第
29
～
34
号
）
に
つ
い
て
は
、
8
～

9
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
9
号
）

　「
指
定
介
護
予
防
支
援
の
事
業
の
人
員

及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援

の
方
法
に
関
す
る
基
準
」
を
ふ
ま
え
、
条

例
を
制
定
す
る
。

　 

芝
山
町
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
10
号
）

　
行
政
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

が
公
布
・
施
行
さ
れ
る
た
め
、
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
。

　�

芝
山
町
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
11
号
）

　
行
政
課
題
へ
の
取
り
組
み
と
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
よ
り
一
層
の
向
上
を
目
的
に
、
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

　�

職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
12
号
）

　
公
務
外
の
事
故
に
つ
い
て
も
失
職
の
特

例
を
設
け
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
。

　�

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
　
　（
議
案
第
13
号
）

　
千
葉
県
人
事
委
員
会
勧
告
に
準
じ
て
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

　�

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
　
　

（
議
案
第
14
号
）

　
旅
費
の
支
給
地
域
の
変
更
に
伴
い
、
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

　�

芝
山
町
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
15
号
）

　
引
用
さ
れ
て
い
る
法
律
が
改
正
さ
れ
た

た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

　�
芝
山
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
　
　（
議
案
第
16
号
）

　
運
営
委
員
会
の
委
員
数
が
減
と
な
る
た

め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

　�

芝
山
町
保
育
所
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
　
　（
議
案
第
17
号
）

　
改
正
「
児
童
福
祉
法
」
が
施
行
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
条
例
を
制
定
す
る
。

　�

芝
山
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
18
号
）

　
介
護
保
険
料
な
ど
を
改
定
す
る
た
め
、

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

　�

芝
山
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

平成26年度芝山町の各会計補正予算（議案第23〜28号）

会計名 補正前の額 補正額 補正後の額

一 般 会 計 4,909,626 289,728 5,199,354

特
　
別
　
会
　
計

国民健康保険 1,205,937 59,313 1,265,250

農業集落排水事業 76,885 △900 75,985

公共下水道事業 448,071 △34,160 413,911

介 護 保 険 583,702 △6,163 577,539

後期高齢者医療 73,594 630 74,224

（単位  千円）
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事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
　
　

（
議
案
第
19
号
）

　
厚
生
労
働
省
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た

た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

　�

芝
山
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の

効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て（
議
案
第
20
号
）

　
厚
生
労
働
省
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た

た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

　�

芝
山
町
消
防
団
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て（議

案
第
21
号
）

　「
消
防
団
の
処
遇
の
改
善
」
の
観
点
か

ら
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

　�

ふ
る
さ
と
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処

分
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て

（
議
案
第
22
号
）

　
基
金
の
設
置
目
的
が
一
定
程
度
達
せ
ら

れ
た
と
判
断
し
、
条
例
を
廃
止
す
る
。

■
■
■
追
加
議
案
■
■
■

　�

芝
山
町
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任
命
に

つ
き
議
会
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
　
　（
議
案
第
1
号
）
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